
船舶事故調査報告書 

令和３年３月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年７月３０日 ０５時５０分ごろ 

発生場所 阪神港大阪第６区の神崎
かんざき

川河口付近 

 大阪常吉防波堤灯台から真方位０２４°１,４９０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４１.２′ 東経１３５°２４.７′） 

事故の概要  貨物船第６オーナミは、北東進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和２年８月３日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第６オーナミ、３３５トン 

 １４３７７３、株式会社オーナミ（Ａ社） 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船尾船底部外板に塗装剝離 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約１００cm（尼

崎） 

日出時刻：０５時０７分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、空船で、船首約２.００ｍ、船

尾約２.９５ｍの喫水により、大阪第６区所在の神崎川左岸の私設岸

壁（以下「本件岸壁」という。）に着岸する目的で北東進中、本件岸

壁南西方沖１,６００ｍ付近の浅所（以下「本件浅所」という。）に乗

り揚げた。 

 荷役代理店は、本事故当日０６時の予測潮位が１００cm であり、ふ

だん潮位が１００cm 以上であれば、総トン数が４９９トンの船舶が着

岸できていたことから、本船の着岸に支障はないものと思い、０６時

００分に着岸するよう本船に連絡していた。 

 船長は、予定航路に浅所があることを知っていたものの、船舶所有

者から、荷役代理店から連絡される着岸時刻は潮高の高い時間になる

旨の連絡を事前に受けていたので、自身で潮汐表を確認することな

く、また、余裕水深を計算することなく、予定航路における余裕水深

が十分であると思い込んでいた。 

分析 本船は、阪神港大阪第６区において、船首約２.００ｍ、船尾約２.

９５ｍの喫水で予測潮位が１ｍの状況下、北東進中、船長が、余裕水

深が十分であると判断し、本件浅所を航行したことから、本件浅所に

乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、阪神港大阪第６区において、船長が、余裕水深が十分で



あると判断し、本件浅所を航行したため、本件浅所に乗り揚げたもの

と考えられる。 

再発防止策  Ａ社は、本事故後、再発防止策として次の改善措置を講じた。 

・浅所等が存在する港において、運航船舶が安全に入出港できるよ

う水深、潮汐、喫水等の確認を徹底することとした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、上記のほか、次

のことが考えられる。 

 ・船長は、浅水域を航行する場合は、自船の喫水と潮位を比較し、

余裕水深を確保できる時機に航行すること。 

 


